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平成26年４月15日号

市では、Twitter（ツイッター）とFacebook（フェイスブック）による情報発信を行っています。詳しくは、市kをご覧ください。　◆秘書広報課

第４次行財政改革大綱を策定しました

所得に応じて保険料の軽減があります

　後期高齢者医療保険の保険料率などは、２年間ごとの医療給付費などに応じて
見直されることになっています。平成26・27年度（４月１日～平成28年３月31日）
は医療費の増加などに伴い大幅な上昇が見込まれ、保険料の増加抑制策を講じて
もなお、被保険者の皆さんに一定のご負担をお願いせざるをえない状況です。よっ
て、平成26年１月の東京都後期高齢者医療広域連合議会において右記のとおり改
定されることが決定しました。

賦課項目 平成24・25年度 平成26・27年度

均等割額 ４万100円 ４万2,200円

所得割率 8.19％ 8.98％

年間保険料限度額 55万円 57万円

※料率や金額は、原則東京都内で均一です。

保険料の決め方

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長
期（短期）譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です（ただし、雑損失
の繰越控除額は控除しません）。

東京都後期高齢者
医療保険料

（限度額57万円）

均等割額
被保険者１人当たり
４万2,200円

所得割額
賦課のもととなる所得金額※

×所得割率　8.98％＝ ＋

※軽減には、確定申告をはじめ所得の申告などが必要です

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下
（その他の所得がない）   ９割

33万円以下で９割軽減の基準に該当しない 8.5割

33万円＋（24万5,000円×被保険者の数）以下   ５割

33万円＋（45万円×被保険者の数）以下   ２割

※65歳以上（平成26年１月１日現在）の方の公的年金所得については、その所得からさら
に高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

① 均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療保険被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計し
た額」をもとに、均等割額が軽減されます。

　平成25年中（平成25年１月１日～12月31日）の所得をもとに計算された平成26
年度の保険料決定通知書は、７月中旬に送付します。
　その際、通知書に記載されている納付方法（公的年金から引き落とされる「特別徴
収」か、納付書や口座振替により納めていただく「普通徴収」か）をご確認ください。
□保険料率など制度に関するお問い合わせ先
東京都後期高齢者医療広域連合（お問い合わせセンター）
p0570－086－519（土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時）

賦課のもととなる所得金額 軽減割合 ※ア、イについ
ては、東京都後
期高齢者医療広
域連合独自の軽
減措置です。

ア※ 15万円以下 100％
イ※ 20万円以下   75％
ウ 58万円以下   50％

② 所得割額の軽減
　被保険者本人の「賦課のも
ととなる所得金額」をもとに、
所得割額の軽減があります。

③  会社の健康保険などの 被扶養者だった方の保険料の軽減
　後期高齢者医療保険加入の前日まで会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）
の被扶養者だった方は、均等割額が9割軽減され、かつ所得割額が無料になります。

　東京都後期高齢者医療広域連合の公式ホームページ「東京
いきいきネット」k（http://www.tokyo-ikiiki.net）もご利
用ください。制度についての詳しい情報がご覧になれます。
 ◆保険年金課n（p042－460－9823）

東京都後期高齢者医療保険 ～保険料率などが変わります～

　行財政改革推進委員会の答申や素案に対しての市民
説明会でいただいた意見、パブリックコメントの結果
を踏まえ、今後の行財政改革の方向性と実施項目を定
めた「西東京市第４次行財政改革大綱」と「アクション
プラン」を策定しました。
■実施期間
　実施期間は平成26～35年度の10年間とし、「第２
次総合計画」の計画期間と整合を図り、総合計画に掲
げる市の将来像の実現や、市民生活に必要なサービス
の提供を将来にわたって維持・向上が実現できるよう、
市の目指す将来像として「将来見通しを踏まえた持続
可能で自立的な自治体経営の確立」を目指します。
■４つの基本方針
「市の目指す将来像」の達成に向けて、次の４つの基
本方針の下、95の実施項目に取り組みます。
　　　　　　 経営の発想に基づいた将来への備え
　　　　　　 選択と集中による適正な行政資源の配分
　　　　　　 効果的なサービス提供の仕組みづくり
　　　　　　 安定的な自主財源の確保
■取り組みの推進と進行管理
　財政構造の弾力性や健全性、中長期的な財政運営の
安定性などを損益状況や財産状況の両面から総合的・
継続的に判断するため、６つの財政指標を評価指標と
して設定し、取り組みを着実に推進するとともに、財
政運営の執行管理を徹底し、適正な管理に努めます。
　また、市の目指す将来像や基本指針は、平成26～
35年度の10年を貫く長期的な目標方針とし、社会情
勢の変化や総合計画の実施計画との整合に対応し、そ
の実行性を高めるため、アクションプランを別途策定
し、年度ごとに見直しを図ります。
◆企画政策課n（p042－460－9800）

基本方針１
基本方針２
基本方針３
基本方針４

基本方針 推進項目 主な実施項目

経営の発想に基づいた
将来への備え

■評価・検証に基づく効果的・効率的
な行財政運営と予算編成手法の充実

■公共施設などの量的・質的適正化及
び維持管理コストの適正化

■受益者負担の適正化
■特別会計の健全化

〇事務事業評価の効果的運用
〇公共施設の適正配置・有効活用
〇使用料・手数料の適正化
〇サービス利用負担の適正化
〇国民健康保険特別会計の健全化
〇下水道事業特別会計の健全化

選択と集中による適正
な行政資源の配分

■行政運営内部の固定的な経費の削減
■補助金・負担金などの適正化と財政
支援団体の見直し

■行政評価などによる重点施策、事業
の見極めと資源の重点配分

〇人件費の抑制（時間外勤務の縮減）
〇補助金・負担金、市単独事業の見直し
〇施策評価の効果的運用

効果的なサービス提供
の仕組みづくり

■地域の多様な活動主体との連携と協
働によるサービスの提供

■民間活力の活用促進
■市の役割の高度化に対応した組織力
の強化

■成果を重視した組織運営体制の整備
と人材育成の充実

〇地域協議体を核とした地域コミュニ
ティの連携の推進

〇民間活力の活用の推進に向けた検討
〇市の役割の高度化への対応
〇職員研修・能力開発と支援の推進に
よる人材育成

安定的な
自主財源の確保

■徴収体制の強化、徴収率の向上につ
ながる取り組みの推進

■市有財産の有効活用による歳入の確保
■新たな歳入項目の創出

〇徴収体制の連携・強化
〇未利用市有地などの処分・有効活用
〇公共施設財産貸付料収入の検討

平成
26 ・27年度

保険料決定通知書は７月に送付します


